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保険給付費
56.9%

保険料
92.1%

納付金
37.2%

調整保険料収入
1.1%

保健事業費
2.2%

事務費、還付金、営繕費、
財政調整事業拠出金、
連合会費、積立金、雑支出、
予備費
3.7%

繰入金、財政調整事業交付金
6.6%

国庫負担金収入・他、国庫補助金収入、
特定健康診査等事業収入、雑収入
0.2%

収入 支出

令和2年度予算割合で見る 一般勘定

納
付
金
は
保
険
料
の

４
割
と
な
る
重
い
負
担
に

　

当
健
保
組
合
の
令
和
２
年
度
の
予
算
総
額
は
、
前
年

度
よ
り
８
億
円
増
加
の
４
２
３
億
円
を
計
上
し
ま
し

た
。
し
か
し
、
実
質
的
な
収
支
を
み
る
経
常
収
支
で

は
、
経
常
収
入
３
９
０
億
円
、
経
常
支
出
４
１
３
億
円

と
な
り
、
23
億
円
の
赤
字
を
見
込
む
こ
と
に
な
り
ま
し

た
。

　

収
入
で
は
、
み
な
さ
ま
と
事
業
主
か
ら
納
め
て
い
た

だ
く
保
険
料
を
前
年
度
比
８
億
円
増
加
の
３
８
９
億

円
と
し
て
い
ま
す
。
今
年
度
の
健
康
保
険
料
率
に
つ
い

て
は
み
な
さ
ま
の
負
担
を
抑
え
る
た
め
、
前
年
度
と
同

じ
千
分
の
１
０
２
と
し
て
い
ま
す
が
、
保
険
料
だ
け
で

は
支
出
を
十
分
に
ま
か
な
え
な
い
こ
と
か
ら
、
準
備
金

か
ら
の
繰
り
入
れ
22
億
円
な
ど
で
不
足
分
に
対
応
し

ま
す
。

　

支
出
に
お
い
て
は
、
み
な
さ
ま
の
医
療
費
や
各
種
給

付
金
と
し
て
使
わ
れ
る
保
険
給
付
費
に
つ
い
て
、
同
比

12
億
円
増
加
の
２
４
０
億
円
を
見
込
ん
で
い
ま
す
。

　

高
齢
者
医
療
制
度
へ
の
納
付
金
は
１
５
７
億
円
と

な
り
、
前
年
度
よ
り
２
億
円
減
少
し
て
い
る
も
の
の
、

保
険
料
に
占
め
る
割
合
で
み
る
と
４
割
と
な
り
、
依
然

と
し
て
重
す
ぎ
る
負
担
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
ほ
か
、
み
な
さ
ま
の
健
康
づ
く
り
の
た
め
の
保

健
事
業
費
は
、
前
年
度
と
ほ
ぼ
同
額
の
９
億
円
を
見
込

ん
で
お
り
、
令
和
２
年
度
も
各
種
健
診
の
費
用
補
助
の

ほ
か
、
新
た
な
保
養
・
体
力
づ
く
り
事
業
な
ど
を
実
施

し
て
い
く
予
定
で
す
（
詳
細
は
４
～
11
ペ
ー
ジ
を
ご
覧

く
だ
さ
い
）。

み
な
さ
ま
へ
の
健
康
づ
く
り
サ
ポ
ー
ト
を

重
要
な
柱
と
し
て
、

健
保
組
合
運
営
を
行
っ
て
ま
い
り
ま
す

令和2年度予算がまとまりました

　
健
保
組
合
に
お
け
る
情
勢
は
、
高
齢
者
医
療
制
度
へ
の
過
重
な
納
付
金
負
担
に
加
え
、
現
在
の
日
本
で
は
、

米
中
貿
易
摩
擦
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
な
ど
に
よ
る
経
済
の
停
滞
が
懸
念
さ
れ
て
お
り
、
景
気
動

向
の
影
響
を
受
け
や
す
い
健
保
組
合
の
財
政
は
、
ま
す
ま
す
先
行
き
不
透
明
な
状
況
に
置
か
れ
て
い
ま
す
。

　
当
健
保
組
合
に
お
い
て
も
例
外
で
は
な
く
、
厳
し
い
運
営
を
強
い
ら
れ
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
、
赤
字
予
算

編
成
と
な
り
ま
し
た
。
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介　護　勘　定

＊介護保険第2号被保険者たる被保険者等1人当たり額

一　般　勘　定

■収入
科　　目 予算額（千円） 1人当たり額（円）

保険料 38,924,200 322,354

国庫負担金収入・他 24,248 201

調整保険料収入 451,826 3,742

繰入金 2,223,977 18,418

国庫補助金収入 8,055 67

特定健康診査等事業収入 310 3

財政調整事業交付金 580,001 4,803

雑収入 58,171 482

合　　計 42,270,788 350,069

経常収入合計 39,016,692 323,120

■支出

■支出
科　　目 予算額（千円） 1人当たり額（円）

事務費 546,434 4,525

保険給付費 24,033,477 199,035

　法定給付費 23,911,036 198,021

　付加給付費 122,441 1,014

納付金 15,733,579 130,299

　前期高齢者納付金 7,143,670 59,161

　後期高齢者支援金 8,589,572 71,135

　病床転換支援金 55 ―

　退職者給付拠出金 282 2

保健事業費 918,921 7,610

還付金 600 5

営繕費 15,000 124

財政調整事業拠出金 451,826 3,742

連合会費 28,949 240

積立金 40,000 331

雑支出 2,002 17

予備費 500,000 4,141

合　　計 42,270,788 350,069

経常支出合計 41,303,951 342,062

■収入
科　　目 予算額（千円） １人当たり額（円）＊

介護保険収入 4,280,973 61,332

国庫補助金受入 1 ―

雑収入 1 ―

合　　計 4,280,975 61,332

科　　目 予算額（千円） １人当たり額（円）＊

介護納付金 4,159,889 59,597

介護保険料還付金 1 ―

雑支出 1 ―

予備費 121,084 1,735

合　　計 4,280,975 61,332

（健康保険料率102‰）

（介護保険料率  19‰）

　

以
上
の
こ
と
か
ら
、
当
健
保
組
合
を
取
り
巻
く
情
勢

は
依
然
と
し
て
厳
し
い
も
の
の
、
財
政
健
全
化
に
向
け

積
極
的
に
取
り
組
ん
で
い
く
と
と
も
に
、
み
な
さ
ま

へ
の
健
康
づ
く
り
支
援
は
引
き
続
き
行
っ
て
ま
い
り

ま
す
。
み
な
さ
ま
も
日
ご
ろ
か
ら
健
康
づ
く
り
を
心
が

け
、
医
療
費
節
減
に
ご
協
力
く
だ
さ
い
ま
す
よ
う
、
お

願
い
い
た
し
ま
す
。

　

な
お
、
介
護
保
険
に
つ
い
て
は
、
当
健
保
組
合
が
国

に
納
め
る
介
護
納
付
金
の
額
を
も
と
に
、
介
護
保
険
料

率
を
決
定
し
て
お
り
ま
す
。
令
和
2
年
度
は
納
付
金
額

の
計
算
方
法
が
全
面
総
報
酬
割
と
な
っ
た
こ
と
か
ら
、

前
年
度
よ
り
千
分
の
1
引
き
下
げ
、
千
分
の
19
と
な
り

ま
し
た
。
収
支
に
つ
い
て
は
表
の
と
お
り
で
す
。

（四捨五入のため一部合計の合わない箇所があります）

支出増加で厳しい財政運営
予算総額は前年度を上回る規模となったもの
の、支出項目であるみなさまの医療費（保険給
付費）の伸びや、高齢者の医療費（納付金）の過
重な負担も予想され、赤字を見込むことに。

赤字見込みの最大要因は納付金
高齢者医療費の増加や高齢者医療制度のしくみ
によって、健保組合は重過ぎる納付金負担を強
いられています。その大きさは、保険料の4割以
上を占めるほど。全国の健保組合も、納付金に
よって厳しい財政状況に追い込まれています。

健康にお過ごしいただくよう
ご協力を
収入の不足については、健保組合の貯金である
準備金から繰り入れて対応しますが、みなさま
が健康にお過ごしいただくことも、健保組合運
営にとって重要なことの一つ。みなさまの医療
費節減へのご協力をお願いします。

予算のポイント令和2年度令和２年度　収入支出予算概要表

1

2

3
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保健事業特集令和2年度 

特
定
保
健
指
導
対
象
者
を
抽
出
し
、対
象
者

宅
へ
『
特
定
保
健
指
導
利
用
券
』
を
送
付
。

実
施
機
関
で
特
定
保
健
指
導
を
受
け
ま
す
。

◦	

料
金
：
無
料
。（
当
健
保
組
合
が
全
額
負
担
）

◦	

申
込
方
法
：『
令
和
２
年
度
契
約
医
療
機
関

リ
ス
ト
』（
当
健
保
組
合
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
参

照
）
で
受
診
予
約
の
う
え
、『
受
診
申
込
書
』

を
事
業
所
経
由
で
当
健
保
組
合
へ
提
出
し
、

『
承
認
書
』
の
交
付
を
受
け
て
受
診
し
ま

す
。

◦	

実
施
方
法
：
事
業
主
が
実
施
す
る
定
期
健

康
診
断
と
と
も
に
、
特
定
健
診
『
質
問
票
』

（
当
健
保
組
合
が
依
頼
を
受
け
た
事
業
所
に

配
布
）
を
回
答
さ
れ
た
方
、
も
し
く
は
、
当

健
保
組
合
と
契
約
す
る
人
間
ド
ッ
ク
の
い

ず
れ
か
を
受
診
し
た
方
は
、特
定
健
診
を
受

診
し
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。

◦	

実
施
方
法
：
当
健
保
組
合
よ
り
特
定
健
診

の
『
受
診
券
』
を
対
象
者
宅
へ
送
付
。
全
国

の
実
施
機
関
で
受
診
。
詳
細
は
７
ペ
ー
ジ

を
ご
参
照
く
だ
さ
い
。

◦	
料
金
：
無
料
。（
当
健
保
組
合
が
全
額
負
担
）

◦	

実
施
方
法
：
特
定
健
診
デ
ー
タ
を
も
と
に

40
歳
以
上
75
歳
未
満
の
方

40
歳
以
上
で
３
歳
お
き
の
年
齢
の
方

対
象
と
な
る
の
は
次
表
の
方
で
す
。

対
象
は
被
保
険
者
お
よ
び
任
意
継
続
被
保
険

者
の
方
で
す
。

健やかな毎日のために
当健保組合が
みなさまを
サポート！

被
保
険
者

特
定
健
診

被
保
険
者
、被
扶
養
者
お
よ
び
任
意
継
続
被
保
険
者

特
定
保
健
指
導

医
療
機
関
等
施
設
内
で
実
施
す
る
人
間
ド
ッ
ク

みなさまにいつまでも元気にお過ごしいただくために、
当健保組合は各種健診や体力づくり、保養、健康情報の提供など、
さまざまな健康づくりのサポートを行います。
どうぞご利用ください。

人間ドック・脳ドック（オプション）対象年齢表
対象年齢 対象生年月日
40歳 昭和55年1月1日～昭和56年3月31日
43歳 昭和52年1月1日～昭和53年3月31日
46歳 昭和49年1月1日～昭和50年3月31日
49歳 昭和46年1月1日～昭和47年3月31日
52歳 昭和43年1月1日～昭和44年3月31日
55歳 昭和40年1月1日～昭和41年3月31日
58歳 昭和37年1月1日～昭和38年3月31日
61歳 昭和34年1月1日～昭和35年3月31日
64歳 昭和31年1月1日～昭和32年3月31日
67歳 昭和28年1月1日～昭和29年3月31日
70歳 昭和25年1月1日～昭和26年3月31日
73歳 昭和22年1月1日～昭和23年3月31日

被
扶
養
者
お
よ
び
任
意
継
続
被
保
険
者

＆主な健康づくり 疾病予防事業

健
診
で

基
本
の
健
康
づ
く
り
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◦	
健
診
料
金
：

東
振
協
契
約
医
療
機
関

	
バ
リ
ウ
ム	

３
５
、３
０
０
円
（
税
別
）

	

胃
カ
メ
ラ	
３
６
、７
９
０
円
（
税
別
）

組
合
直
接
契
約
医
療
機
関

	

医
療
機
関
ご
と
に
料
金
が
異
な
り
ま
す
。

	

『
令
和
２
年
度
契
約
医
療
機
関
リ
ス
ト
』
で

ご
確
認
く
だ
さ
い
。

◦	

補
助
金
額
：
実
施
期
間
内
１
人
１
回

	

３
０
、０
０
０
円
を
限
度
に
補
助
。

◦	

そ
の
他
補
助
：
令
和
２
年
度
よ
り
、人
間
ド

ッ
ク
と
と
も
に
、「
乳
が
ん
検
診
」
と
「
子
宮

が
ん
検
診
」
を
受
け
た
場
合
、そ
の
費
用
に

つ
い
て
、そ
れ
ぞ
れ
実
施
期
間
内
１
人
１
回	

２
、０
０
０
円
を
補
助
。

◦	

申
込
方
法
、補
助
金
額
：
人
間
ド
ッ
ク
と
同

じ
。

◦	

健
診
料
金
：
当
健
保
組
合
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

を
ご
参
照
く
だ
さ
い
。

※	

人
間
ド
ッ
ク
の
オ
プ
シ
ョ
ン
で
す
。（
右
ペ

ー
ジ
表
参
照
）
脳
ド
ッ
ク
の
み
で
は
受
診

で
き
ま
せ
ん
。

◦	

申
込
方
法
：
人
間
ド
ッ
ク
と
同
様
。

◦	

補
助
金
額
：
実
施
期
間
内
１
人
１
回

	

１
５
、０
０
０
円
を
限
度
に
補
助
。

※	

直
近
の
対
象
年
齢
時
に
補
助
を
受
け
て
い

な
い
場
合
に
限
り
補
助
あ
り
。

★ 

従
来
の「
35
歳
被
保
険
者
生
活
習
慣
病
予
防

健
診
」
か
ら
、
名
称
等
が
変
わ
り
ま
し
た

◦	
申
込
方
法
：『
令
和
２
年
度
契
約
医
療
機
関

リ
ス
ト
』（
当
健
保
組
合
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
参

照
）
で
受
診
予
約
の
う
え
、『
受
診
申
込
書
』

を
事
業
所
経
由
で
健
保
組
合
へ
提
出
し
、

『
承
認
書
』の
交
付
を
受
け
て
受
診
し
ま
す
。

◦	

健
診
料
金
：

東
振
協
契
約
医
療
機
関

	

バ
リ
ウ
ム	

１
８
、１
６
０
円
（
税
別
）

	

胃
カ
メ
ラ	

２
２
、０
７
０
円
（
税
別
）

組
合
直
接
契
約
医
療
機
関

　

医
療
機
関
ご
と
に
料
金
が
異
な
り
ま
す
。

	

『
令
和
２
年
度
契
約
医
療
機
関
リ
ス
ト
』
で

ご
確
認
く
だ
さ
い
。

◦	

補
助
金
額
：
実
施
期
間
内
１
人
１
回

	

１
４
、０
０
０
円
を
限
度
に
補
助
。

◦	

そ
の
他
補
助
：
令
和
２
年
度
よ
り
、生
活
習

慣
病
予
防
健
診
と
と
も
に
、「
乳
が
ん
検
診
」

と
「
子
宮
が
ん
検
診
」
を
受
け
た
場
合
、そ

の
費
用
に
つ
い
て
、そ
れ
ぞ
れ
実
施
期
間
内

１
人
１
回
２
、０
０
０
円
を
補
助
。

★ 

従
来
の
「
女
性
被
扶
養
者　
春・
秋
季
婦
人

生
活
習
慣
病
予
防
健
診
」
か
ら
、名
称
等
が

変
わ
り
ま
し
た

◦	

申
込
方
法
：
対
象
者
に
送
付
さ
れ
る
健
診

案
内
に
付
属
の
は
が
き
に
よ
る
申
し
込
み
。

◦	

健
診
料
金
：
自
己
負
担
金
１
０
、０
０
０

円
。

	

１
０
、０
０
０
円
を
超
え
た
額
に
つ
い
て

は
、
当
健
保
組
合
が
補
助
し
ま
す
。

※	

従
来
の
払
込
取
扱
票
に
よ
る
健
診
費
用
の

振
込
は
廃
止
し
、健
診
当
日
に
医
療
機
関
等

の
窓
口
で
精
算
す
る
方
法
に
変
更
と
な
り

ま
し
た
。

◦	

申
込
方
法
：
東
振
協
人
間
ド
ッ
ク
実
施
医

療
機
関
で
受
診
予
約
の
う
え
、『
受
診
申
込

書
』
を
健
保
組
合
に
提
出
し
、『
承
認
書
』

の
交
付
を
受
け
て
受
診
し
ま
す
。

◦	

健
診
料
金
：
３
５
、３
０
０
円
（
税
別
）

◦	

補
助
金
額
：
実
施
期
間
内
１
人
１
回

	

１
８
、０
０
０
円
を
限
度
に
補
助
。

　

詳
細
は
９
ペ
ー
ジ
を
ご
参
照
く
だ
さ
い
。

　

被
保
険
者
・
被
扶
養
者
を
対
象
に
開
催
。
事

業
所
単
位
で
健
康
教
室
の
ご
要
望
が
あ
り
ま

し
た
ら
、
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

　

前
期
高
齢
者
を
対
象
に
健
康
保
持
・
増
進

の
た
め
の
健
康
教
室
を
実
施
。

★ 

従
来
の
「
体
育
大
会
補
助
」
か
ら
名
称
等
が

変
わ
り
ま
し
た

　

事
業
所
が
開
催
す
る
体
力
づ
く
り
を
目
的

と
し
た
各
種
大
会
等
に
つ
い
て
、そ
の
費
用
の

一
部
を
補
助
し
ま
す
。
当
健
保
組
合
に
よ
る

事
前
の
承
認
が
必
要
で
す
。

◦	

対
象
：
事
業
所
。

◦	

実
施
期
間
：
４
月
１
日
か
ら
翌
年
３
月
末

日
。

◦	

補
助
金
額
：
開
催
に
要
し
た
総
費
用
の
３

分
の
１
を
限
度
に
補
助
。（
各
事
業
所
へ
の

割
当
以
内
）

健
診
車
に
よ
る
人
間
ド
ッ
ク

脳
ド
ッ
ク

35
歳
の
方 

昭
和
60
年
１
月
１
日
～

 

昭
和
61
年
３
月
31
日
生
ま
れ

37
歳
の
方	

昭
和
58
年
４
月
１
日
～

 

昭
和
59
年
３
月
31
日
生
ま
れ

対
象
は
被
保
険
者
お
よ
び
任
意
継
続
被
保
険

者
の
方
で
す
。

生
活
習
慣
病
予
防
健
診

男
性
被
扶
養
者
人
間
ド
ッ
ク

61
歳
以
上
75
歳
未
満
の
方

対
象
は
被
扶
養
者
の
方
で
す
。

婦
人
生
活
習
慣
病
予
防
健
診

健
康
教
室
の
開
催

体
力
づ
く
り
の

た
め
に

体
育
奨
励
事
業
補
助

前
期
高
齢
者
健
康
教
室
な
ど



6

保健事業特集令和2年度 

◦	

対
象
者
：
被
保
険
者
・
被
扶
養
者
・
任
意
継

続
被
保
険
者
。（
15
歳
未
満
の
利
用
は
で
き

ま
せ
ん
）

◦	

利
用
可
能
施
設
：
全
国
約
２
１
０
ヵ
所
以

上
の
施
設
を
ご
利
用
い
た
だ
け
ま
す
。

	

（https://w
w
w
.s-re.jp

）

◦	

利
用
料
金
：
１
回
１
、６
５
０
円
か
ら
ご
利

用
い
た
だ
け
ま
す
。

★ 

従
来
の
「
デ
ィ
ズ
ニ
ー
ハ
イ
ク
」
を
廃
止

し
、新
た
な
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
ス
タ
ー
ト
し
ま

し
た

　

東
京
デ
ィ
ズ
ニ
ー
リ
ゾ
ー
ト
と
団
体
契
約

を
結
び
、『
東
京
デ
ィ
ズ
ニ
ー
リ
ゾ
ー
ト
・
コ

ー
ポ
レ
ー
ト
プ
ロ
グ
ラ
ム
利
用
券
』
を
配
布
し

ま
す
。
詳
細
は
11
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。	

◦	

対
象
者
：
被
保
険
者
・
被
扶
養
者
・
任
意
継

続
被
保
険
者
。

◦	

実
施
期
間
：
10
月
１
日
か
ら
翌
年
３
月
末

日
。（
実
施
期
間
以
外
の
期
間
に
受
け
た
と

き
は
、当
健
保
組
合
が
必
要
と
認
め
た
場
合

に
限
り
補
助
あ
り
）

◦	

補
助
金
額
：
実
施
期
間
内
１
人
１
回

	

１
、０
０
０
円
。

◦	

対
象
者
：
被
保
険
者
・
被
扶
養
者
・
任
意
継

続
被
保
険
者
。

◦	

実
施
期
間
：
10
月
１
日
か
ら
翌
年
３
月
末

日
。

◦	

補
助
金
額
：
実
施
期
間
内
１
人
１
回

	
１
、０
０
０
円
。

　

禁
煙
外
来
を
受
診
し
た
被
保
険
者
・
被
扶
養

者
・
任
意
継
続
被
保
険
者
を
対
象
に
、
実
施
期

間
内
１
人
１
回
５
、０
０
０
円
を
上
限
と
し
て

自
己
負
担
を
軽
減
す
る
た
め
の
補
助
金
を
支
給

し
ま
す
。（
た
だ
し
、２
回
以
上
受
診
し
た
場
合

に
限
り
ま
す
）

　

一
定
の
条
件
を
満
た
し
た
方
を
表
彰
し
、記

念
品
を
贈
呈
し
ま
す
。

　

厚
生
労
働
省
策
定
の
指
針
に
基
づ
い
て
行

わ
れ
る
管
理
監
督
者
研
修
、
あ
る
い
は
、
従
業

員
（
主
に
被
保
険
者
）
に
対
す
る
セ
ル
フ
ケ
ア

研
修
を
実
施
す
る
事
業
主
（
事
業
所
）
を
対
象

に
補
助
を
行
い
ま
す
。
当
健
保
組
合
に
よ
る

事
前
の
承
認
が
必
要
で
す
。

◦	

実
施
期
間
：
４
月
１
日
か
ら
翌
年
３
月
末

日
。

◦	

補
助
金
額
：
実
施
期
間
内
20
万
円
を
限
度

に
補
助
。（
講
師
費
用
、
教
材
費
等
。
会
場

費
、
交
通
費
等
は
除
く
）

★
新
規
事
業

　

健
康
教
育
の
専
門
知
識
を
有
す
る
外
部
の

医
師
、保
健
師
等
に
よ
る
健
康
教
室
等
を
実
施

し
た
事
業
主
（
事
業
所
）
を
対
象
に
補
助
を
行

い
ま
す
。
当
健
保
組
合
に
よ
る
事
前
の
承
認

が
必
要
で
す
。

◦	

補
助
金
額
：
実
施
期
間
内
20
万
円
を
限
度

に
補
助
。（
講
師
費
用
、
教
材
費
等
。
会
場

費
、
交
通
費
等
は
除
く
）

　

先
発
医
薬
品
を
処
方
さ
れ
て
お
り
、
ジ
ェ

ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
に
切
り
替
え
る
こ
と
で
自

己
負
担
の
軽
減
が
見
込
ま
れ
る
方
の
自
宅
へ
、

お
知
ら
せ
を
郵
送
し
ま
す
。
詳
細
は
15
ペ
ー

ジ
を
ご
参
照
く
だ
さ
い
。

◦	

通
知
時
期
：
令
和
２
年
７
月
、令
和
３
年
１

月
予
定
。

　

医
療
機
関
等
に
か
か
ら
れ
た
際
の
医
療
費

を
、
年
１
回
、
医
療
費
通
知
と
し
て
お
知
ら
せ

し
ま
す
。
内
容
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

◦	

通
知
時
期
：
令
和
３
年
２
月
予
定
。

　

新
生
児
が
誕
生
し
た
被
保
険
者
・
任
意
継

続
被
保
険
者
を
対
象
に
、申
込
に
よ
り
配
布
し

ま
す
。
詳
細
は
11
ペ
ー
ジ
を
ご
参
照
く
だ
さ

い
。 医

療
費
の
お
知
ら
せ

メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
対
策
補
助
事
業

健
康
教
育
補
助

育
児
指
導
書
を
配
布

健
康
表
彰
を
実
施

イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
予
防
接
種
補
助

禁
煙
支
援
補
助
事
業

東
振
協
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
予
防
接
種
共
同
事
業

東
京
ディ
ズ
ニ
ー
リ
ゾ
ー
ト
Ⓡ・コ
ー
ポ
レ
ー
ト
プ
ロ
グ
ラ
ム

ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
使
用
促
進
の
お
知
ら
せ

ス
ポ
ー
ツ
ク
ラ
ブ　
ル
ネ
サ
ン
ス

保
健
や
保
険
知
識
を

高
め
て
い
た
だ
く
た
め
に

病
気
の

予
防
の
た
め
に
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最新の特定健診・特定保健指導（メタボ健診）実施機関につきましては、
健保組合ホームページ  　　　　　　　　でご案内しています。

　

当
健
保
組
合
で
は
、
40
歳
以
上
75
歳
未
満
の
被
扶
養
者
と

任
意
継
続
被
保
険
者
の
み
な
さ
ま
を
対
象
と
し
た
、
特
定
健

診
・
特
定
保
健
指
導（
メ
タ
ボ
健
診
）を
実
施
し
て
い
ま
す
。

　

対
象
者
に
は
５
月
上
旬
に
、『
特
定
健
康
診
査
受
診
券

（
セ
ッ
ト
券
）』（
見
本
）を
発
送
の
予
定
で
す
。
費
用
は
全
額

健
保
組
合
が
負
担
い
た
し
ま
す
。

　

令
和
３
年
３
月
31
日
ま
で
に
、必
ず
受
診
し
て
く
だ
さ
い
。

　検	索デパート健保

■
申
込
〜
受
診
ま
で
の
流
れ

① 『
実
施
機
関
リ
ス
ト
』の
な
か
か
ら
、受
診
し
た
い

実
施
機
関
を
選
び
、電
話
で
直
接
予
約
を
入
れ
る

 
 

➡
② 

特
定
健
診
を
受
け
る

1 『
利
用
券
』が
送
ら
れ
る

 
 

➡
2 『
実
施
機
関
リ
ス
ト
』の
な
か
か
ら
実
施
機
関
を
選

び
、電
話
で
直
接
予
約
を
入
れ
る

 
 

➡
3 

特
定
保
健
指
導
を
受
け
る

健
診
事
業

特定健診・特定保健指導（メタボ健診）事業

40
歳
以
上
75
歳
未
満
の
被
扶
養
者
と

任
意
継
続
被
保
険
者
が
対
象
で
す

受
診
の
結
果
、特
定
保
健
指
導
が

必
要
と
判
断
さ
れ
た
方
は
…

◦	

被
保
険
者
の
方
の
特
定
健
診

は
、
定
期
健
康
診
断
結
果
を

事
業
主
よ
り
ご
提
供
い
た
だ
く

か
、
当
健
保
組
合
と
契
約
し
て

い
る
人
間
ド
ッ
ク
を
受
診
す
る

こ
と
に
よ
り
特
定
健
診
と
し
て

取
り
扱
い
ま
す
。
健
診
の
結
果
、

特
定
保
健
指
導
の
対
象
と
な
っ

た
方
に
は
、
特
定
保
健
指
導
の

『
利
用
券
』を
送
付
し
ま
す
。
被

保
険
者
の
方
は
、
保
険
証
と『
利

用
券
』
を
提
示
し
て
、
特
定
保

健
指
導
を
受
け
て
く
だ
さ
い
。

具
体
的
な
流
れ
に
つ
い
て
は
、

下
記
を
ご
参
照
く
だ
さ
い
。

『特定健康診査受診券
（セット券）』

見　本

※	東日本支部と西日本支部管轄の方については、保険者所
在地、保険者電話番号、保険者番号・名称が、それぞれ
の支部の所在地等になります。
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保健事業特集令和2年度 

　
若
い
う
ち
か
ら
健
康
づ
く
り
へ
の
意
識
を
高
め
て
い

た
だ
く
た
め
、
35
歳
と
37
歳
の
被
保
険
者
・
任
意
継
続

被
保
険
者
を
対
象
と
し
た
健
診
で
す
。

　
普
段
、
か
ら
だ
の
不
調
を
感
じ
て
い
な
く
て
も
、
20

代
の
こ
ろ
と
比
べ
て
各
検
査
の
数
値
が
悪
く
な
っ
て
い

る
こ
と
が
あ
る
も
の
。
ぜ
ひ
、
こ
の
健
診
を
受
け
て
い

た
だ
き
、「
自
分
の
か
ら
だ
チ
ェ
ッ
ク
」
を
行
っ
て
く

だ
さ
い
。
健
診
費
用
に
つ
い
て
は
、
当
健
保
組
合
か
ら

補
助
が
あ
り
ま
す
の
で
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

　
当
健
診
受
診
後
、
健
診
結
果
通
知
と
と
も
に
健
康
づ

く
り
に
役
立
つ
情
報
を
提
供
し
ま
す
。
結
果
が
良
か
っ

た
方
は
、
今
後
も
良
い
状
態
を
キ
ー
プ
し
て
い
た
だ
く

た
め
に
、
ま
た
、
結
果
が
思
わ
し
く
な
か
っ
た
方
は
、

日
ご
ろ
の
生
活
習
慣
の
改
善
ポ
イ
ン
ト
や
方
法
に
つ
い

て
参
考
に
し
、
ご
活
用
く
だ
さ
い
。

■
対
象
者

35
歳
の
方

昭
和
60
年
１
月
１
日
～

昭
和
61
年
３
月
31
日
生
ま
れ

37
歳
の
方

昭
和
58
年
４
月
１
日
～

昭
和
59
年
３
月
31
日
生
ま
れ

※	

受
診
日
当
日
に
被
保
険
者
資
格
の
あ
る
方
に

限
り
ま
す
。

■
実
施
期
間

令
和
２
年
４
月
１
日
～
令
和
３
年
３
月
31
日

■
申
込
締
切
日

原
則
と
し
て
受
診
月
の
前
月
18
日
ま
で
に『
生
活

習
慣
病
予
防
健
診
受
診
申
込
書
』を
事
業
所
経
由

で
当
健
保
組
合
に
提
出

■
実
施
機
関

当
健
保
組
合
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ『
令
和
２
年
度
契
約

医
療
機
関
リ
ス
ト
』参
照

■
補
助
金
額

実
施
期
間
内
１
人
１
回
１
４
、０
０
０
円
を
限

度
に
補
助

■
申
込
〜
受
診
ま
で
の
流
れ

①	

当
健
保
組
合
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
の『
令

和
２
年
度
契
約
医
療
機
関
リ
ス
ト
』
の
な

か
か
ら
、
受
診
を
希
望
す
る
医
療
機
関
を

選
ぶ

	
	

➡
②	

直
接
、
医
療
機
関
へ
受
診
予
約
を
す
る

	
	

➡
③	

予
約
が
と
れ
た
ら
、『
受
診
申
込
書
』に
必
要

事
項
を
記
入
し
、
事
業
所
経
由
で
当
健
保

組
合
へ
提
出
す
る
。（
任
意
継
続
被
保
険
者

に
つ
い
て
は
、直
接
、当
健
保
組
合
へ
提
出
）

	
	

➡
④	

当
健
保
組
合
よ
り
事
業
所
へ
『
承
認
書
』
を

交
付
。（
任
意
継
続
被
保
険
者
に
つ
い
て
は
、

直
接
、
当
健
保
組
合
よ
り
『
承
認
書
』
を
交

付
）

	
	

➡
⑤	

受
診

■
標
準
的
な
検
査
項
目

◦	

問
診

◦	

身
体
計
測（
身
長
・
体
重
・
腹
囲
・
Ｂ
Ｍ
Ｉ
指

数
・
標
準
体
重
）

◦	

視
力

◦	

血
圧
測
定

◦	

聴
力（
オ
ー
ジ
オ
メ
ー
タ
ー
）

◦	

検
尿（
糖
・
蛋
白
・
潜
血
反
応
）

◦	

胸
部
Ｘ
線（
直
接
撮
影
）

◦	

心
電
図（
12
誘
導
）

◦	

生
化
学
的
検
査（
Ｇ
Ｏ
Ｔ
・
Ｇ
Ｐ
Ｔ
・γ-

Ｇ

Ｔ
Ｐ
・
Ａ
Ｌ
Ｐ
・
Ｈ
Ｄ
Ｌ
コ
レ
ス
テ
ロ
ー
ル
・

Ｌ
Ｄ
Ｌ
コ
レ
ス
テ
ロ
ー
ル
・
中
性
脂
肪
・
ク
レ

ア
チ
ニ
ン
・
尿
酸
・
空
腹
時
血
糖
・
Ｈ
ｂ
Ａ
１

ｃ
）

◦	

血
球
検
査（
赤
血
球
数
・
ヘ
マ
ト
ク
リ
ッ
ト
・

ヘ
モ
グ
ロ
ビ
ン
・
Ｍ
Ｃ
Ｖ
・
Ｍ
Ｃ
Ｈ
・
Ｍ
Ｃ
Ｈ

Ｃ
・
白
血
球
数
・
血
小
板
数
）

◦	

胃
部
Ｘ
線
ま
た
は
胃
部
内
視
鏡

◦	

便
潜
血
反
応（
免
疫
２
日
法
）

詳細は当健保組合のホームページで確認できます。　　　　　　　　　　　　検	索デパート健保

健
診
事
業

生活習慣病予防健診事業
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当
健
保
組
合
よ
り
、
５
月
下
旬
に
対
象
者
の
方
々
へ
、

『
令
和
２
年
度
人
間
ド
ッ
ク
受
診
申
込
書
』
を
お
送
り
し

ま
す
。左
記
の
概
要
を
ご
覧
の
う
え
、お
申
込
く
だ
さ
い
。

※	

特
定
健
診
（
7
ペ
ー
ジ
参
照
）
と
の
重
複
受
診
は
で

き
ま
せ
ん
。

■
対
象
者

当
該
年
度
中
に
61
歳
以
後
、
３
歳
お
き
の
年
齢（
61
・

64
・
67
・
70
・
73
歳
）に
な
る
男
性
被
扶
養
者

※	

受
診
日
当
日
に
被
扶
養
者
資
格
の
あ
る
方
に
限
り

ま
す
。

■
実
施
期
間

令
和
２
年
４
月
１
日
～
令
和
３
年
３
月
31
日

■
申
込
書
類
の
発
送

５
月
下
旬
に
『
令
和
２
年
度
人
間
ド
ッ
ク
受
診
申
込

書
』（『
受
診
申
込
書
』）を
送
付

■
申
込
締
切
日

原
則
と
し
て
受
診
月
の
前
月
18
日
ま
で
に『
受
診
申

込
書
』を
提
出

■
健
診
料
金

３
５
、３
０
０
円（
税
別
）

■
補
助
金
額

実
施
期
間
内
１
人
１
回
１
８
、０
０
０
円
を
限
度
に
補
助

■
申
込
〜
受
診
ま
で
の
流
れ

①	

受
診
希
望
者
は
、『
受
診
申
込
書
』
に
同
封
の
『
人

間
ド
ッ
ク
（
Ｄ
２
コ
ー
ス
）
契
約
医
療
機
関
リ
ス

ト
』
か
ら
、
希
望
す
る
医
療
機
関
を
選
び
、
直
接

医
療
機
関
へ
予
約
し
て
く
だ
さ
い

	

➡
②	

予
約
が
と
れ
た
ら『
受
診
申
込
書
』に
必
要
事
項

を
記
入
し
、
受
診
月
の
前
月
18
日
ま
で
に
、
当
健

保
組
合
へ
提
出
し
て
く
だ
さ
い

	

➡
③	

当
健
保
組
合
よ
り
、『
受
診
申
込
書
』に
承
認
印
を

押
し
て
受
診
希
望
者
に
送
付
し
ま
す

	

➡
④	

予
約
日
当
日
に
受
診
し
、
自
己
負
担
額
を
お
支
払

い
く
だ
さ
い

　

当
健
保
組
合
よ
り
対
象
者
あ
て
に
、
健
診
案
内
と	

は
が
き
を
お
送
り
し
ま
す
。
左
記
の
概
要
を
ご
覧
の
う

え
、
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

※	

春
季
、
秋
季
の
両
方
を
受
診
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ

ん
。
ま
た
、
特
定
健
診
（
7
ペ
ー
ジ
参
照
）
と
の
重
複

受
診
は
で
き
ま
せ
ん
。

■
対
象
者

61
歳（
当
該
年
度
中
に
61
歳
に
達
す
る
者
を
含
む
）～

74
歳
の
女
性
被
扶
養
者

※	

受
診
日
当
日
に
被
扶
養
者
資
格
の
あ
る
方
に
限
り

ま
す
。

■
実
施
期
間

春
季
：
令
和
２
年
４
月
１
日
～
令
和
２
年
７
月
31
日

（
申
込
を
締
切
り
ま
し
た
）

秋
季
：
令
和
２
年
10
月
１
日
～
令
和
３
年
１
月
31
日

翌
年
春
季
：
令
和
３
年
４
月
１
日
～
令
和
３
年
７
月

31
日（
予
定
）

■
申
込
書
類
の
発
送

秋
季
：
令
和
２
年
５
月
下
旬
に
健
診
案
内
と
は
が
き

を
対
象
者
に
送
付

翌
年
春
季
：
令
和
２
年
11
月
下
旬
に
健
診
案
内
と
は

が
き
を
対
象
者
に
送
付

■
申
込
締
切
日

春
季
：
申
込
を
締
切
り
ま
し
た

秋
季
：
令
和
２
年
７
月
中
旬（
予
定
）

翌
年
春
季
：
令
和
３
年
１
月
中
旬（
予
定
）

■
自
己
負
担
額

春
季
・
秋
季
と
も
に
、
そ
れ
ぞ
れ
１
０
、０
０
０
円

（
自
己
負
担
を
超
え
る
金
額
は
当
健
保
組
合
が
負
担

し
ま
す
）

■
申
込
〜
受
診
ま
で
の
流
れ

①	

対
象
者
に
健
診
案
内
と
は
が
き
が
送
付
さ
れ
ま

す
。
受
診
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、
は
が
き
に
必
要

事
項
を
記
入
の
う
え
、
投
函
し
て
く
だ
さ
い

	

➡
②	

後
日
、
健
診
実
施
機
関
よ
り
『
健
診
受
診
録
』『
婦

人
科
検
査
質
問
票
』『
検
査
容
器
』
な
ど
が
送
付

さ
れ
ま
す

※	

や
む
を
え
ず
キ
ャ
ン
セ
ル
す
る
場
合
は
、
健
保

組
合
本
部
保
健
事
業
課
へ
ご
連
絡
く
だ
さ
い

	

（
電
話
０
３–

３
２
７
９–

５
９
２
０
）

	

➡
③	

健
診
機
関
よ
り
指
定
さ
れ
た
日
時
に
受
診
し
て

く
だ
さ
い
。
受
診
後
、
健
診
機
関
窓
口
で
自
己
負

担
額
１
０
、０
０
０
円
を
お
支
払
い
い
た
だ
き
ま

す
。（
従
来
の
払
込
取
扱
票
に
よ
る
健
診
費
用
の

振
込
は
廃
止
）

詳細は東振協のホームページで
確認できます。

詳細は当健保組合のホームページで
確認できます。 　検	索東振協　健康診断　検	索デパート健保

健
診
事
業

61歳〜74歳被扶養者の健診事業

婦
人
生
活
習
慣
病
予
防
健
診

男
性
被
扶
養
者
人
間
ド
ッ
ク
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保健事業特集令和2年度 

■
利
用
方
法

　

施
設
の
一
覧
は
当
健
保
組
合
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く

だ
さ
い
。

①	

契
約
保
養
所
に
直
接
、予
約
申
込
を
し
、「
デ
パ
ー
ト
健
康

保
険
組
合
の
加
入
者
で
あ
る
」旨
を
お
伝
え
く
だ
さ
い
。

②	

予
約
が
と
れ
ま
し
た
ら
、た
だ
ち
に『
契
約
保
養
所
等
利

用
補
助
金
承
認
申
請
書
兼
承
認
書
』（
以
下
『
申
請
書
』

と
い
う
）を
当
健
保
組
合
本
部
保
健
事
業
課
に
提
出
し
、

承
認
印
が
押
さ
れ
た
『
契
約
保
養
所
等
利
用
補
助
金
承

認
書
』（
以
下『
承
認
書
』と
い
う
）の
交
付
を
受
け
て
く

だ
さ
い
。

③	『
承
認
書
』を
契
約
保
養
所
へ
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
加

入
者
は
、
利
用
補
助
金
を
差
し
引
い
た
料
金
で
利
用
で

き
ま
す
。

■
利
用
方
法

①	

Ｊ
Ｔ
Ｂ
支
店
（
Ｊ
Ｔ
Ｂ
総
合
提
携
店
を
含
む
）
に
直
接
、

予
約
申
込
を
し
、「
Ｊ
Ｔ
Ｂ
契
約
保
養
所
シ
ス
テ
ム
を
利

用
す
る
」旨
を
お
伝
え
く
だ
さ
い
。

②	

予
約
が
取
れ
ま
し
た
ら
、『
申
請
書
』を
当
健
保
組
合
本

部
保
健
事
業
課
に
提
出
し
、承
認
印
が
押
さ
れ
た『
承
認

書
』
の
交
付
を
受
け
て
く
だ
さ
い
。『
承
認
書
』
は
申
請

書
に
記
載
さ
れ
た
住
所
に
送
付
さ
れ
ま
す
。

③	『
承
認
書
』
を
Ｊ
Ｔ
Ｂ
支
店
に
提
出
し
、
利
用
者
負
担
額

を
お
支
払
い
く
だ
さ
い
。
加
入
者
は
、利
用
補
助
金
を
差

し
引
い
た
料
金
で
利
用
で
き
ま
す
。

④	

Ｊ
Ｔ
Ｂ
支
店
か
ら
渡
さ
れ
る
「
旅
行
ク
ー
ポ
ン
券
」
を

宿
泊
施
設
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

※	「
Ｊ
Ｔ
Ｂ
契
約
保
養
所
」
は
、
直
接
、Ｊ
Ｔ
Ｂ
支
店
窓
口
で

お
手
続
き
く
だ
さ
い
。イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
の
お
手
続
き

は
で
き
ま
せ
ん
。

　

補
助
金
申
請
か
ら
宿
泊
施
設
の
予
約
・
支
払
い
ま
で
、
イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
お
手
続
き
で
き
ま
す
。

※
現
地
支
払
い
も
可
能
で
す
。

※	「
国
内
航
空
券
＋
宿
泊
」プ
ラ
ン
は
廃
止
し
ま
し
た
。

■
利
用
方
法

①	

当
健
保
組
合
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
専
用
サ
イ
ト
に
ア
ク

セ
ス
し
、
利
用
日
・
宿
泊
施
設
を
選
び
、
専
用
サ
イ
ト

か
ら
補
助
金
申
請
を
し
て
く
だ
さ
い
。

②	

当
健
保
組
合
で
補
助
金
申
請
が
承
認
さ
れ
る
と
、
①
で

登
録
し
た
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
あ
て
に
、
た
び
ゲ
ー
タ
ー

か
ら「
割
引
ク
ー
ポ
ン
」が
送
信
さ
れ
ま
す
。

③	

受
信
し
た
メ
ー
ル
に
記
載
の
予
約
方
法
に
し
た
が
い
宿

泊
施
設
の
予
約
を
し
て
く
だ
さ
い
。
予
約
の
際
に
、
②

の「
割
引
ク
ー
ポ
ン
」に
記
載
さ
れ
た「
ク
ー
ポ
ン
コ
ー

ド
」と「
パ
ス
ワ
ー
ド
」を
入
力
し
、
ク
ー
ポ
ン
金
額
を

差
し
引
い
た
旅
行
代
金
を
お
支
払
い
く
だ
さ
い
。

　

他
の
健
保
組
合
の
保
養
所
を
、
割
安
な
料
金
で
利
用
す

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
デ
パ
ー
ト
健
保
組
合
の
加
入
者
で

あ
る
こ
と
を
伝
え
、
各
健
保
組
合
に
直
接
お
申
込
く
だ
さ

い
。
ま
た
、
利
用
に
関
す
る
詳
細
に
つ
き
ま
し
て
は
、
各

健
保
組
合（
保
養
所
）
に
よ
っ
て
異
な
り
ま
す
の
で
、
ご
予

約
の
際
に
ご
確
認
く
だ
さ
い
。
施
設
の
一
覧
は
当
健
保
組

合
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
ご
覧
い
た
だ
け
ま
す
。

　

令
和
２
年
度
よ
り
、
利
用
料
補
助
の
対
象
と
し
ま
し
た
。

※
宿
泊
と
バ
ス
ツ
ア
ー
を
利
用
し
た
場
合
は
、通
算
し
ま
す
。

※	

乳
幼
児
等
で
宿
泊
料
金
や
ツ
ア
ー
料
金
が
発
生
し
な
い
場
合
や
、

食
事
代
の
み
負
担
の
場
合
は
、
補
助
金
は
あ
り
ま
せ
ん
。

保
養
事
業

　
　

利
用
当
日
は
『
承
認
書
』
を
契
約
保
養
所
の

フ
ロ
ン
ト
へ
必
ず
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
提
出

が
な
い
場
合
は
、
当
健
保
組
合
か
ら
の
補
助
は
受
け
ら

れ
ま
せ
ん
。

　

キ
ャ
ン
セ
ル
の
際
は
契
約
保
養
所
と
当
健
保
組
合
へ

必
ず
連
絡
し
て
く
だ
さ
い
。

注意

　
　

こ
の
時
点
で
宿
泊
施
設
の
予
約
は
し
な
い
で

く
だ
さ
い
。

注意
　
　

補
助
金
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

契
約
保
養
所
シ
ス
テ
ム
の
専
用
サ

イ
ト
か
ら
予
約
し
た
も
の
に
限
り
ま
す
。

　

利
用
日
以
後
は
、「
割
引
ク
ー
ポ
ン
」の

取
消
は
で
き
ま
せ
ん
。

注意

たびゲーター

保養・体力づくり事業

被
保
険
者・被
扶
養
者
に
、

実
施
期
間
内
１
人
２
泊（
ま
た
は
２
日
）を

限
度
に
、１
泊（
ま
た
は
１
日
）３
、０
０
０
円

の
補
助

一
般
契
約
保
養
所

Ｊ
Ｔ
Ｂ
契
約
保
養
所

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
契
約
保
養
所
シ
ス
テ
ム

（
た
び
ゲ
ー
タ
ー
）

健
康
保
険
組
合
共
同
利
用
保
養
所
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■対象者
	 新生児が誕生した被保険者・任意継続被保険者で希望する者
■申込方法
　育児指導書配布申込書により、当健保組合本部保健事業課
あてに、直接、または事業所を通じてお申込ください。

■お届けする内容
○	月刊『赤ちゃんとママ』（1年間12冊/毎月1冊）
○	『お誕生号』（初回配布時のみ）
○	『お医者さんにかかるまでに』（初回配布時のみ）
※	月刊『赤ちゃんとママ』を1年間継続して読まれた方に、季刊
『1・2・3歳』（1年間4冊）を1年間お届けします。

妊娠中の食事の大切さを、バランスのとれた献立例やレシピなどで具体的に紹介している
「プレママの食事」（デジタル版）が、このQRコードでご覧いただけます。

　“ふしぎと、今知りたかったことが書かれてい
る”と評判の育児専門誌です。豪華執筆陣が子育
てのポイントを優しく伝えます。その他、離乳食
レシピや手作りコーナーなど、子育てをより楽し
く、豊かにするコーナーが満載！

★ 
令
和
２
年
度
よ
り
、
新
た
に
契
約
を
結
び
ま
し
た

　
「
Ｈ
．Ｉ
．Ｓ
．」「
読
売
旅
行
」
が
取
り
扱
う
旅
館
お

よ
び
ホ
テ
ル
を
利
用
し
た
場
合
に
つ
い
て
、
利
用
料

補
助
の
対
象
と
し
ま
し
た
。

★ 

令
和
２
年
度
よ
り
、
新
た
に
契
約
を
結
び
ま
し
た

　
「
読
売
旅
行
」
が
催
行
す
る
日
帰
り
バ
ス
ツ
ア
ー
を

利
用
し
た
場
合
に
つ
い
て
、
利
用
料
の
補
助
を
行
い

ま
す
。
契
約
保
養
所
の
利
用
料
補
助
と
合
わ
せ
て
、

実
施
期
間
内
１
人
２
日
を
限
度
に
、１
日
３
、０
０
０

円
の
補
助
と
な
り
ま
す
。

★ 

従
来
の「
デ
ィ
ズ
ニ
ー
ハ
イ
ク
」を
廃
止
し
、
新
た

な
契
約
を
結
び
ま
し
た

　
『
東
京
デ
ィ
ズ
ニ
ー
リ
ゾ
ー
ト
・
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
プ

ロ
グ
ラ
ム
利
用
券
』を
配
布
し
ま
す
。
こ
の
利
用
券
に

よ
っ
て
、
東
京
デ
ィ
ズ
ニ
ー
ラ
ン
ド
・
東
京
デ
ィ
ズ

ニ
ー
シ
ー
の
パ
ー
ク
チ
ケ
ッ
ト
を
、
当
健
保
組
合
か

ら
の
補
助
金
額
を
差
し
引
い
た
価
格
で
ご
購
入
い
た

だ
け
ま
す
。

◦	

提
供
枚
数
：
４
、０
０
０
枚

◦	

補
助
金
額
：
２
、０
０
０
円

◦	

申
込
期
間
：
令
和
２
年
４
月
１
日
～
令
和
２
年
５

月
29
日（
当
健
保
組
合
本
部
必
着
）

◦	

申
込
方
法
：
所
定
の
申
込
書
に
よ
る
郵
送
の
み

	

（
Ｆ
Ａ
Ｘ
に
よ
る
申
込
は
無
効
）

	

申
込
多
数
の
場
合
は
抽
選
と
し
、当
選
者
の
発
表

は
利
用
券
の
発
送
を
も
っ
て
代
え
さ
せ
て
い
た
だ

き
ま
す
。

◦	

利
用
期
間
：
令
和
２
年
７
月
１
日
～
令
和
３
年
３

月
31
日

保
養
事
業

育児指導書の配布

プレママの食事

保養・体力づくり事業

旅
行
会
社

「
Ｈ
．Ｉ
．Ｓ
．」「
読
売
旅
行
」

『
東
京
デ
ィ
ズ
ニ
ー
リ
ゾ
ー
ト
・

コ
ー
ポ
レ
ー
ト
プ
ロ
グ
ラ
ム
』

「
読
売
旅
行
」
の

日
帰
り
バ
ス
ツ
ア
ー

月刊『赤ちゃんとママ』
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みなさまの健康で豊かな暮らしを
サポートする保険給付

みなさまが仕事以外で病気やけがをしたとき、また、出産されたり亡くなられたとき、健保組合は保険
給付でみなさまの生活をサポートしています。これにプラスして当健保組合独自の給付も行っています。

各種給付にあたっては、適用とならない場合や条件などがありますので、
詳細は必ず当健保組合ホームページをご覧ください。 　検	索デパート健保

種別
対象

概要
被保険者 被扶養者

■病気やけがをしたとき
療養の給付 ● ● かかった医療費のうち原則７割が支給されます。

高額療養費 ● ● １ヵ月の医療費自己負担分が、所得に応じて定められた額を超えた
とき、超えた分が支給されます。

訪問看護療養費 ● ● 医師の指示により訪問看護・介護サービスを受けたとき、厚生労働
省が定める基準額の７割が支給されます。

移送費 ● ● 健保組合が認めた場合に限り、移送に要した実費が支給されます。

高額介護合算療養費 ● ●
1年間に医療と介護にかかった自己負担の合計額が、自己負担限度
額を超えたとき、超えた額を医療にかかった比率に応じて支給され
ます。

療養費 ● ●
医療機関で医療費をいったん全額を立て替え払いした（保険証が使
えなかった場合など）あとで、健保組合に請求すれば、保険の範囲
の費用が支給されます。

傷病手当金 ●
病気やけがのため仕事を休み給料をもらえないとき、1 日につき直
近12ヵ月間の標準報酬月額平均額÷30×3分の2相当額が最長1
年6ヵ月間支給されます。

入院時食事療養費・
入院時生活療養費 ● ●

入院時、1 日3 食を限度に、1食につき460円を超えた額が支給さ
れます（入院時食事療養費）。65～74歳の高齢者が療養病床に入
院時、1食につき460円・居住費370円を超えた額が支給されま
す（入院時生活療養費）。

保険外併用療養費 ● ●
個室に入院したり高度な医療を受けるとき、保険外の部分を自己負
担すれば、それ以外の検査や入院などの部分には健康保険が適用さ
れます。

一部負担還元金・
家族療養費付加金
当健保組合独自のプラスの給付

● ● 自己負担額（１ヵ月、１件ごと。高額療養費は除く）から3万5,000
円を控除した額。

訪問看護療養費付加金
当健保組合独自のプラスの給付 ● ● １ヵ月の自己負担額（高額療養費は除く）から3万5,000円を控除

した額。
合算高額療養費付加金
当健保組合独自のプラスの給付 ● ● 合算高額療養費の支給を受けるとき、自己負担額の合計額（合算高

額療養費は除く）から１件につき3万5,000円を控除した額。

■出産したとき

出産手当金 ●
出産のため仕事を休み給料をもらえないとき、1日につき直近
12ヵ月間の標準報酬月額平均額÷30×3分の2相当額が支給され
ます。

出産育児一時金 ● ● 1児につき42万円が支給されます。

■死亡したとき
埋葬料（費） ● ● 5万円が支給されます。
埋葬料付加金
当健保組合独自のプラスの給付 ● ● 一律2万円が支給されます。



1
ルール

2
ルール

3
ルール

13

261号正解 6つ

応募資格 　当健保組合の被保険者および被扶養者

応 募 先 はがき 	 〒103 - 0023
	 東京都中央区日本橋本町1-6-1
　	 丸柏ビル9階
	 デパート健康保険組合	「クイズ」係
FAX 	 03 -3241-5115　「クイズ」係

締 切 日 令和2年5月11日（月）必着

賞品・当選者 　正解された20名の方に図書カード（2,000円）
をプレゼントします（正解者多数の場合は厳正
な抽選を行います）。なお、発表は賞品の発送
をもって代えさせていただきます。
　当健保組合では、クイズ応募に際して収集し
た個人情報は、クイズの抽選および賞品の発送
の目的にのみ利用いたします。

応募方法 　通常はがきまたはFAXにて受け付けます。
クイズの解答を記入のうえ、郵便番号、住所、
氏名、電話番号、保険証の記号・番号、勤務
先の事業所名を明記し、ご応募ください。

本誌を読んでクイズにチャレンジ
問題 問題①～⑤の問題をそれぞれ解いてお答えください

たばこの健康影響

知 識豆

令
和
２
年
４
月
か
ら
、

原
則
屋
内
禁
煙
に
！

　喫煙可能な設備を持った施
設には必ず、店舗や施設の
出入口等に、指定された標
識の掲示が義務づけられて
います。

※ 規模の小さい既存の飲食店（客席面積100㎡以下）は喫煙可能な場所である旨
を掲示することにより店内での喫煙が可能です。【期限未定の経過措置】

※ 住居、ホテルや旅館等の客室等は、規制対象外です。

　
深
刻
な
健
康
影
響
が
あ
る
受
動
喫
煙
。
平
成
30
年
に
健
康
増
進
法
が

一
部
改
正
さ
れ
、
令
和
元
年
７
月
か
ら
学
校
や
病
院
等
で
敷
地
内
禁
煙

に
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。
今
年
４
月
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ら
は
飲
食
店
を
含
む
ほ
と
ん
ど
の
施
設

が
原
則
屋
内
禁
煙
に
な
り
、
た
ば
こ
を
吸
わ
な
い
人
が
受
動
喫
煙
に
あ

う
機
会
は
大
き
く
減
少
す
る
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

違反者には罰則も！
　喫煙禁止場所で喫煙した人には30
万円以下の過料が科されることもあ
ります。

※ 自治体によって受動喫煙に関する独自の条
例を設けている場合があります。詳細につ
いては各自治体へお問い合わせください。

　20歳未満の人は、客・従業員ともに、一切、
喫煙エリア（屋内、屋外を含めたすべての喫煙室、
喫煙設備）に立ち入ることは禁止です。

喫煙室がある場合、店舗や施設は必ず標識を掲示

多くの施設で、屋内が原則禁煙に

20歳未満の人は喫煙エリアへの立ち入りが禁止に

〔標識例〕

屋内は原則禁煙
事務所・工場・飲食店・ホテル・旅館等の施設

敷地内は原則禁煙（屋内は完全禁煙）〔令和元年７月～〕

学校･病院･児童福祉施設等・行政機関の庁舎等

屋内でも所定の要件を満たした喫煙室や、喫煙をサービスの目
的とする施設内では喫煙が可能です（標識の掲示が必要）。

例外
あり

敷地内の屋外では、必要な措置が取られた場所に限り、喫煙場
所の設置ができます。

例外
あり

① 40歳以上75歳未満の被扶養者と任意継続被保
険者には、〇〇〇〇〇〇受診券（セット券）が
送られます。

② 当健保組合の令和2年度予算における、納付金
の額は保険料の〇割。

③ 『グッピーヘルスケア』で1,000ポイント以上
をためると、Amazon〇〇〇〇が当たる抽選
に参加できます。

④ 読売旅行の日帰り〇〇ツアーを利用した場合、
利用料について補助が受けられます。

⑤ 生活習慣病予防健診の対象年齢は〇〇歳と37
歳。
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　就職して新生活が始まるときなど、下記のようなケースは被扶養者でなくなります。必ず当健保組合に届け出
を行い、保険証も返却していただきますようお願いします。「被扶養者異動届」の用紙は、当健保組合のホーム
ページからダウンロードも可能です。

ご家族が就職されたときなどは「被扶養者異動届」の提出を

被扶養者が就職（パート、短時間勤務等含む）して、勤め先の健康保険の被保険者になったとき

被扶養者が亡くなったとき

配偶者と離婚したとき

被扶養者が75歳を迎えた（後期高齢者）とき（65〜74歳の一定の障害がある方を含む）

扶養していた父母が他の兄弟などに扶養されることになったとき

これら以外にも、平成28年10月より社会保険の適用拡大によって被保険者になった方や、年金受給開始時、失
業給付受給開始時に収入の範囲を超える方は届出が必要です。

被扶養者がパートなどの仕事を始め、被扶養者＊の範囲を超える収入を得たとき
＊	被扶養者として認められる収入は、年収が130万円未満〔月額10万8,334円未満。60歳以上または障害者の場合は180
万円未満（月額15万円未満）〕で、かつ被保険者の年収の1/2未満の場合です。

被扶養者が国外に居住することとなったとき
＊	海外留学や海外赴任に同行するなどの場合を除きます。

詳細はホームページでご確認ください。



15

事業所数	･･････････････････ 288事業所
被保険者数　男	･･････････････ 52,098名
　　　　　　女	･･････････････ 70,362名
　　　　　　計	･････････････122,460名
被扶養者数	･････････････････ 49,272名
平均標準報酬月額　男	･･･････ 313,100円
　　　　　　　　　女	･･･････ 187,286円
　　　　　　　　　 平均	 ･･････240,811円
保険料調定額（介護含む）	･･･ 3,342,099千円
保険給付費	････････････ 1,947,258千円
　　法定給付費	･････････ 1,937,273千円
　　付加給付費	･････････････ 9,985千円
保健事業費	･･･････････････ 99,701千円
納付金（介護含む）	････････ 1,709,175千円

◦当健保組合へのお問い合わせは（☎03-3279-5920）までお願いします。

令和２年 2月事 業概況 公　告

　当健保組合では、現在服用している薬をジェ
ネリック医薬品に切り替えることによって自己
負担の軽減が見込まれる方を対象に、『ジェネ
リック医薬品使用促進のお知らせ』（『お知ら
せ』）を発行しております。この『お知らせ』を、
7月に対象者のご自宅あてに発送いたします。
　ぜひ、これをご覧になり、切り替えをご検討
ください。また、医療機関や薬局で『お知らせ』
を提示し、相談されてみるのもいいでしょう。
　なお、今回『お知らせ』を初めて受け取られ
る方には、『ジェネリック医薬品お願いカード』
も同封しています。こちらのカードを診察券や
処方せんと一緒に提出すると、スムーズに希望
を伝えられます。『お願いカード』は当健保組合
ホームページからダウンロードも可能です。

　みなさまが受診した際、医療機関や薬局から明細書、
領収書が発行されていますが、それを確認・保管して
いますか？
　明細書には、診療内容や薬剤名など医療費の計算の
基礎となった項目が記載されています。これはみなさ
まが受けた治療の記録であり、今後の治療、医療費節
減に役立つ情報でもあります。

　令和2年4月から、当健保組合の施設課が保健事業課に名称変更となりました。
　また、それに合わせて、係の名称についても以下のように変更となります。

ジェネリック医薬品の
『お知らせ』を送付します

医療機関等からもらう
「明細書」「領収書」を確認しましょう

当健保組合の部署名が一部変更になりました

事業所名 所在地 削除年月日

東興産業㈱ 東京都豊島区 令和2年1月1日

千食浜松㈱ 静岡県浜松市 令和2年3月1日

事業所の削除

　検	索デパート健保ホームページをご利用ください

▶depaken@depaken.comご意見はeメールで

◦ どのような診療を受けたかがわかり、明細書を保管して
おけば受診の記録になります

◦ 診療内容を把握することで、治療に対する患者の意識が
高まり、医師と患者が一体となって治療に取り組めます

◦ どのような診療にいくらかかったのかを確認できるの
で、医療費のコスト意識につながります

明細書、領収書を確認・保管することのメリット

従　来 令和2年4月から

健康管理係 健康管理係

施設係 健康推進係

健康推進係 健康支援係

〈業務内容〉各種健診、インフルエンザ予防接種など

〈業務内容〉健康企業宣言、体育奨励、契約保養所など

〈業務内容〉特定保健指導、健康教室、メンタルヘルスなど

保健事業課施設課
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みなさまの健康増進にお役立ていただくことを目的として、当健保組合では、スマホ用健康管理アプリ「グッピー
ヘルスケア」を提供しています。毎日の健康づくり習慣の一助に、ぜひこのアプリをご活用ください。

右のQRコード®からアプリをインストールしてください。QRコードを読み取れない
場合、各アプリストア（iPhone、Android）にて、「グッピーヘルスケア」で検索。

歩数、体重、食事、禁煙、レシピ、エクササイズ、ダイ
エット、健診など、15種類以上の機能があります。

お知らせ
毎年実施しておりました「ディズニーハイク」は、令和２年度より廃止となりました。 
東京ディズニーリゾートを利用した新たなプログラムをご用意しておりますので、 
詳しくは11ページをご覧ください。

健康管理アプリ

「グッピーヘルスケア」を
ご利用ください

アプリの設定は簡単！

健康管理に関する
15種類以上の機能があります

① アプリを起動

⑤ 「健康保険組合」を
タップ

⑥ 「デパート健康保険
組合」をタップ

⑦ 「保険者番号」「記号」「名前」
等、必要事項を入力。

⑧ 利用スタート

〈iPhone〉

〈Android〉

◀Androidの場合は
　アカウントを選択

② 「利用規約」を確認後、
「同意して利用開始」

③ プロフィール入力 ④ 左上「+」をタップ

インストール方法１

参加方法2

ポイントをためると
抽選でギフト券が当たります

毎日、健康活動を記録するとポイントがたまります。
月に1,000ポイント以上たまると抽選に参加でき、
Amazonギフト券が毎月250名に当たります。

保険者番号には 06137277 を
ご入力ください。

※QRコードⓇは㈱デンソーウェーブの登録商標です。


